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国　税／ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
 本年最初の給与支払日の前日

国　税／ 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
 1月31日

国　税／ 源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／ 12月分源泉所得税の納付 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7～12月
分は1月21日）

国　税／ 11月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／ 5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／ 2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／ 固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／ 給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／ 労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

 （労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

　お正月はお酒を飲む機会が多いですが、昨
秋から国内で収穫されたぶどうで国内製造さ
れたワインを「日本ワイン」と表示しています。
以前は、国内製造されたもの等を「国産ワイ
ン」と表示していましたが、消費者が誤認す
ることから国税庁が「果実酒等の製法品質表
示基準」で定義しました。

ワンポイント 日本ワイン

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　14日・成人の日

日 月 火 水 木 金 土
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1月号 ─ 4

　雇用保険制度においては、職業生活の円
滑な継続を援助、促進することを目的とし、
雇用継続給付（高年齢雇用継続給付、育児
休業給付、介護休業給付）が設けられてい
ます。
　これらは、育児休業や介護休業の取得、
60歳以上の継続雇用等において賃金の低
下を伴うときに、従前給与を基に算出した
給付金を、被保険者に対して支給するもの
です。
　従来、事業主が雇用継続給付に係る届出
等を行う際には、その都度、届書等に被保
険者の署名・押印が必要とされていました。
　例えば、育児休業給付金については、子
が１歳（一定要件を満たすときは最長２歳）
に達するまでの間、おおむね２か月に１回

（被保険者本人が希望するときは、１か月
に１回申請をすることも可能）の申請手続

きを実施し、その都度申請書に被保険者が
署名・押印をします。
　平成30年10月１日より、被保険者及び
事業主の事務手続の簡素化の観点から、手
続きの一部が変更され、被保険者本人から
届出等について同意を得たことが明らかと
なる書類（厚生労働省ホームページ等から
入手可能）を保管しておくことを要件とし
て、各種届書等への被保険者の署名・押印
は不要とされました。
　なお、同意書を作成・保存している場合
の届書等の「申請者氏名・署名欄」には、「申
請について同意済」と記載します（電子申
請により申請される場合も同様です。）。同
意書は、手続きの際に公共職業安定所に提
出をすることは求められませんが、「必要
に応じて公共職業安定所が同意書の提出を
求めることがあります。」とされています。
適切に保存（保存期間は、手続き完結の日
から４年間）をしておきましょう。また、
保存していない場合は不正とみなされる場
合がありますので、注意を要します。

雇用継続給付の手続き変更
（雇用保険）

　平成30年10月９日よりマイナンバー
制度による情報連携の本格運用が開始とな
り、協会けんぽに対して行う以下の申請に
ついて、「（非）課税証明書」の添付が省略
できることとなりました。
①　高額療養費
②　高額介護合算療養費
③　食事療養標準負担額の減額申請
④　生活療養標準負担額の減額申請
⑤　基準収入額適用申請
⑥　限度額適用・標準負担額減額認定申請

〈参考〉
　平成30年10月9日前も情報連携による
添付書類の省略が進められていましたが、
①～④の対象となる70歳以上の一部の者
等については添付が必要とされていました。
今回の本格運用開始に伴い、これまで省略
が認められていなかった者も省略を可能と
することとされました。

マイナンバー制度による情報連携
（健康保険）　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定

所
）
の
求
人
情
報
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
」で
検
索
）。

　
求
人
の
種
類
（
フ
ル
タ
イ
ム
・
パ

ー
ト
）
や
都
道
府
県
を
指
定
し
た
検

索
の
ほ
か
、「
詳
細
検
索
条
件
」
と

し
て
、
産
業
・
職
種
・
資
格
・
賃
金

や
就
業
日
等
の
労
働
条
件
・
福
利
厚

生
な
ど
の
検
索
条
件
を
指
定
し
、
希

望
に
沿
う
情
報
を
抽
出
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。

　
初
め
て
求
人
の
申
込
み
を
す
る
事

業
主
は
、
管
轄
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
事

業
所
登
録
シ
ー
ト
、
求
人
申
込
書
に

記
入
を
し
ま
す
。
求
職
者
に
と
っ
て

よ
り
魅
力
的
な
求
人
と
な
る
よ
う
、

事
業
概
要
等
の
記
載
の
仕
方
、
求
人

条
件
の
設
定
に
つ
い
て
は
窓
口
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス



3 ─ 1月号

ー
ス
の
一
例
を
挙
げ
ま
す
。

㈠
　
勤
務
地
限
定
正
社
員

・　

育
児
や
介
護
の
事
情
で
転
勤
が

難
し
い
者
な
ど
に
つ
い
て
、
離
職

を
防
止
し
定
着
を
促
進
。

・　

労
働
契
約
法
に
基
づ
く
有
期
契

約
労
働
者
か
ら
無
期
転
換
の
受
皿

と
し
て
活
用
。

・　

安
定
雇
用
の
下
で
技
能
の
蓄
積
・

承
継
が
必
要
な
生
産
現
場
で
の
非

正
規
雇
用
か
ら
の
転
換
の
受
皿
と

し
て
活
用
。

・　

多
店
舗
経
営
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

で
の
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
や
顧
客
の
確
保
の

た
め
に
活
用
。

㈡
　
職
務
限
定
正
社
員

・　

金
融
、
Ｉ
Ｔ
な
ど
で
特
定
の
職

能
に
つ
い
て
高
度
専
門
的
な
キ
ャ

リ
ア
形
成
が
必
要
な
職
務
に
お
い

て
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し

て
キ
ャ
リ
ア
展
開
し
て
い
く
働
き

方
と
し
て
活
用
。

・　

資
格
が
必
要
と
さ
れ
る
職
務
、

同
一
の
企
業
内
で
他
の
職
務
と
明

確
に
区
別
で
き
る
職
務
で
活
用
。

㈢
　
勤
務
時
間
限
定
正
社
員

・　

育
児
や
介
護
の
事
情
で
長
時
間

労
働
が
難
し
い
者
な
ど
に
つ
い
て
、

離
職
を
防
止
し
定
着
を
促
進
。

・　

労
働
者
が
キ
ャ
リ
ア
・
ア
ッ
プ

に
必
要
な
能
力
を
習
得
す
る
際
に
、

自
己
啓
発
の
た
め
の
時
間
を
確
保

で
き
る
働
き
方
と
し
て
活
用
。

　
四
　
雇
用
管
理
上
の
留
意
事
項

　

多
様
な
正
社
員
を
円
滑
に
導
入
・

運
用
し
、
企
業
と
労
働
者
双
方
に
と

っ
て
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
制
度
と
す
る

た
め
の
雇
用
管
理
上
の
留
意
事
項
を

紹
介
し
ま
す
。

㈠
　
労
働
者
に
対
す
る
限
定
の
内
容

の
明
示

　

転
勤
、
配
置
転
換
な
ど
に
関
す
る

紛
争
を
未
然
に
防
止
し
、
ま
た
労
働

者
に
と
っ
て
も
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
見

通
し
が
つ
き
や
す
く
、
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
図
り
や
す
く
す

る
と
と
も
に
、
企
業
に
と
っ
て
優
秀

な
人
材
を
確
保
し
や
す
く
す
る
た
め

に
も
、
勤
務
地
や
職
務
に
限
定
が
あ

る
場
合
に
は
限
定
の
内
容
に
つ
い
て

明
示
し
ま
し
ょ
う
。

　

具
体
的
な
明
示
方
法
と
し
て
は
、

就
業
規
則
に
雇
用
区
分
と
そ
の
定
義

（
職
務
や
勤
務
地
の
限
定
な
ど
）
を
定

め
、
労
働
契
約
書
や
辞
令
そ
の
他
の

方
法
で
各
労
働
者
に
明
示
す
る
な
ど

の
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

㈡
　
多
様
な
正
社
員
へ
の
転
換
制
度

　

非
正
規
雇
用
の
労
働
者
の
希
望
に

応
じ
て
、
雇
用
の
安
定
を
図
り
つ
つ

キ
ャ
リ
ア
・
ア
ッ
プ
を
す
る
こ
と
や

勤
続
に
応
じ
た
処
遇
が
得
ら
れ
る
よ

う
、
多
様
な
正
社
員
へ
の
転
換
制
度

を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
労
働
者
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
や
、
企
業
の

優
秀
な
人
材
の
確
保
・
定
着
な
ど
の

た
め
、
従
来
の
正
社
員
か
ら
多
様
な

正
社
員
へ
の
転
換
制
度
も
用
意
し
て

お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

転
換
は
重
要
な
労
働
条
件
の
変
更

と
な
る
こ
と
か
ら
、
本
人
の
同
意
を

得
な
が
ら
実
施
し
ま
す
。

㈢
　
均
衡
処
遇
（
賃
金
、
昇
進
・
昇

格
）

　

多
様
な
正
社
員
と
従
来
の
正
社
員

と
の
双
方
に
不
公
平
感
を
与
え
ず
、

ま
た
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す

る
た
め
、
多
様
な
正
社
員
と
従
来
の

正
社
員
間
の
処
遇
の
均
衡
を
図
る
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
。

㈣
　
従
来
の
正
社
員
の
働
き
方
の
見

直
し

　

多
様
な
正
社
員
を
活
用
し
や
す
く

す
る
た
め
に
、
従
来
の
正
社
員
の
働

き
方
（
所
定
外
労
働
、
転
勤
や
配
置

転
換
の
必
要
性
や
期
間
な
ど
）
を
見

直
す
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

㈤
　
人
材
育
成
・
キ
ャ
リ
ア
形
成

　

労
働
者
が
職
業
能
力
を
計
画
的
に

習
得
で
き
る
よ
う
、
職
業
訓
練
機
会

を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
中
長
期
的

な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
役
立
つ
専
門
的
・

実
践
的
な
教
育
訓
練
へ
の
支
援
を
行

う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

㈥
　
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

多
様
な
正
社
員
を
円
滑
に
導
入
・

運
用
す
る
た
め
、
制
度
の
設
計
・
導

入
・
運
用
の
際
に
は
、
労
働
者
に
対

す
る
十
分
な
情
報
提
供
と
、
労
働
者

と
の
十
分
な
協
議
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

㈦
　
事
業
所
閉
鎖
や
職
務
の
廃
止
な

ど
へ
の
対
応

　

勤
務
地
や
職
務
の
限
定
が
明
確
に

さ
れ
て
い
て
も
、
事
業
所
の
閉
鎖
や

職
務
の
廃
止
の
場
合
に
直
ち
に
解
雇

が
有
効
と
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
事
業
所
閉
鎖
等
に
直
面
し
た
場

合
は
、
解
雇
回
避
の
た
め
の
措
置
と

し
て
配
置
転
換
な
ど
を
可
能
な
範
囲

で
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
「
多
様
な
人
材
活

用
で
輝
く
企
業
応
援
サ
イ
ト
」に
は
、

導
入
企
業
の
事
例
紹
介
そ
の
他
の
各

種
情
報
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

ち
ら
も
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。



1月号 ─ 2

　

近
年
、
正
社
員
と
非
正
規
雇
用
の

労
働
者
と
の
働
き
方
の
二
極
化
を
緩

和
し
、
労
働
者
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
と
、
企
業
に
よ
る
優
秀
な

人
材
の
確
保
や
定
着
を
図
る
た
め
、

労
使
双
方
に
と
っ
て
望
ま
し
い
働
き

方
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
の
よ
う
な
働
き
方
の

う
ち
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
「
多
様

な
正
社
員
」
の
制
度
（
職
務
・
勤
務

地
・
労
働
時
間
を
限
定
し
た
正
社
員

制
度
）
に
関
し
、
概
要
や
運
用
を
す

る
上
で
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
触
れ

て
い
き
ま
す
。

　
一
　
多
様
な
正
社
員
と
は

　

多
様
な
正
社
員
と
は
、
い
わ
ゆ
る

従
来
の
正
社
員
と
比
べ
、
配
置
転
換

や
転
勤
、
仕
事
内
容
や
勤
務
時
間
な

ど
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
正
社

員
を
い
い
、
次
の
㈠
か
ら
㈢
に
該
当

す
る
よ
う
な
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
の
「
従
来
の
正
社
員
」
と

は
、

・
労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
が
な
い

・
所
定
労
働
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
で

あ
る

・
直
接
雇
用
で
あ
る

な
ど
に
該
当
す
る
社
員
で
あ
っ
て
、

勤
務
地
、
職
務
、
勤
務
時
間
の
い
ず

れ
も
限
定
さ
れ
な
い
者
を
指
し
ま
す
。

㈠
　
勤
務
地
限
定
正
社
員

　

転
勤
す
る
エ
リ
ア
が
限
定
さ
れ
て

い
る
、
転
居
を
伴
う
転
勤
が
な
い
、
転

勤
が
一
切
な
い
正
社
員
を
い
い
ま
す
。

㈡
　
職
務
限
定
正
社
員

　

担
当
す
る
職
務
内
容
や
仕
事
の
範

囲
が
他
の
業
務
と
明
確
に
区
別
さ
れ
、

限
定
さ
れ
て
い
る
正
社
員
を
い
い
ま

す
。

㈢
　
勤
務
時
間
限
定
正
社
員

　

所
定
労
働
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
で

は
な
い
、
或
い
は
時
間
外
労
働
が
免

除
さ
れ
て
い
る
正
社
員
を
い
い
ま
す
。

　

な
お
、多
様
な
正
社
員
の
形
態
は
、

限
定
の
内
容
（
勤
務
地
、
職
務
、
勤

務
時
間
）
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、

企
業
の
実
情
に
即
し
た
運
用
を
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
二
　
動
向

　

厚
生
労
働
省
の
「『
多
様
な
形
態

に
よ
る
正
社
員
』
に
関
す
る
研
究
会

報
告
書
」
を
基
に
、
多
様
な
正
社
員

に
関
す
る
動
向
を
見
て
い
き
ま
す
。

㈠
　
導
入
状
況

　

多
様
な
正
社
員
を
導
入
・
運
用
し

て
い
る
企
業
は
約
五
割
に
達
し
て
い

ま
す
。

　

導
入
の
理
由
と
し
て
「
優
秀
な
人

材
を
確
保
す
る
た
め
」
や
「
従
業
員

の
定
着
を
図
る
た
め
」、「
仕
事
と
育

児
や
介
護
の
両
立
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
支
援
の
た
め
」
等

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
制
度
を
導
入
し
て
い
な
い

企
業
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
正

社
員
は
、
そ
も
そ
も
多
様
な
働
き
方

が
可
能
で
あ
る
か
ら
」、「
労
務
管
理

が
複
雑
に
な
る
か
ら
」、「
非
正
社
員

を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
る
か
ら
」、

「
全
事
業
所
が
転
居
を
伴
わ
な
い
範
囲

内
に
立
地
し
て
い
る
か
ら
」
な
ど
の

意
見
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

㈡
　
賃
金
水
準

　
「
従
来
の
正
社
員
」
の
賃
金
を
一
〇
〇

と
し
た
時
の
「
多
様
な
正
社
員
」
全

体
の
賃
金
水
準
は
、「
八
〇
～
九
〇

未
満
」
と
の
回
答
が
約
二
五
％
と
最

も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

㈢
　
転
換
制
度

　
「
多
様
な
正
社
員
」
か
ら
「
従
来
の

正
社
員
」へ
の
転
換
制
度
に
つ
い
て
、

制
度
あ
り
と
す
る
企
業
は
約
七
割
で
、

「
従
業
員
本
人
の
希
望
に
基
づ
い
て
転

換
で
き
る
制
度
が
あ
る
」
と
の
回
答

が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
人
事
異
動

や
企
業
側
か
ら
の
申
入
れ
に
基
づ
い

て
転
換
で
き
る
制
度
が
あ
る
」
が
多

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
転
換
の

条
件
と
し
て
は
、「
上
司
に
よ
る
推

薦
が
あ
る
こ
と
」
が
最
も
多
く
（
約

四
割
）、
次
い
で
「
仕
事
内
容
や
職
種

の
変
更
に
応
じ
ら
れ
る
こ
と
」、「
転

換
の
た
め
の
選
考
に
合
格
す
る
こ
と
」

が
多
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
し
た
（
い

ず
れ
も
約
二
割
）。

　
「
従
来
の
正
社
員
」
か
ら
「
多
様
な

正
社
員
」
へ
の
転
換
制
度
に
つ
い
て

も
、
制
度
あ
り
と
す
る
企
業
は
約
七

割
で
、「
従
業
員
本
人
の
希
望
に
基
づ

い
て
転
換
で
き
る
制
度
が
あ
る
」
と

の
回
答
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
人

事
異
動
や
企
業
側
か
ら
の
申
入
れ
に

基
づ
い
て
転
換
で
き
る
制
度
が
あ
る
」

が
多
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
三
　
活
用
事
例

　

多
様
な
正
社
員
を
活
用
で
き
る
ケ

「
多
様
な
正
社
員
」
の

円
滑
な
導
入
・
運
用


